
◆◆「代金回収サービス」インボイス制度対応　よくある質問◆◆　　（2023年8月更新）

Q A

インボイス対応は行いますか MUFが発行する帳票については、インボイス対応を行います。

インボイス対応の時期はいつですか

2023年9月2日にシステムの変更を予定しています。変更日以降はインボイス対応した帳票（以下インボイス）を発行いたし

ます。(尚、システム変更と締め日等の関係で一部変更予定日が相違するものがあります。精算報告書のFAX送信は9月4日,

マイペイメントは9月6日を予定しております。またWebANGELについてはワイドネット-1をご参照ください）

三菱ＵFJファクター（ＭUF）の適格請求書発行事業者登録

番号は何番ですか

【T1010001022149】

MUFのＨＰに「2022.11.21付」でお知らせしております。

「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」からも確認いただけます。

（参考）法人番号を有する課税事業者

「T」（ローマ字）　＋　法人番号（数字13桁）

上記以外の課税事業者（個人事業者、人格のない社団等）

「T」（ローマ字）　＋　数字13桁（注）

（注）13桁の数字には、マイナンバー（個人番号）は用いず、法人番号とも重複しない事業者ごとの番号になります。

（ＭUFの）消費税額の計算方法はどうなりますか

一帳票上での消費税計算は1回が原則ですので、それに対応するよう帳票上の表記、システム上の計算式を修正しておりま

す。

１．取引に係る税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額に対して、消費税率（税込の場合は10/110（消費

税10％の場合））を乗じて得た金額に対して端数処理を行い「消費税額等」を算出します。

２．課税売上に係る消費税額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

インボイス対応の帳票はどのようなものがありますか

インボイスか否かは、名称ではなく実態（形式）で判断されます。

「精算報告書」「送金通知書」でも形式が整っているものはインボイスです。（例：「ワイドネット精算報告書」「コンビ

ニネットお振込通知書兼精算報告書」「マイペイメントお振込通知書兼精算報告書」）「精算報告書」と「請求書」の両方

が発行されるような場合、「精算報告書」がインボイスで、「請求書」はインボイスではありません。インボイスには、適

格請求書発行事業者登録番号が記載されています。インボイスでない請求書には適格請求書発行事業者番号が記載されてい

ません。

商品 カテゴリ―

共通-1 制度

共通-2 制度

共通-3 制度

共通-4 制度

共通-5 請求書
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◆◆「代金回収サービス」インボイス制度対応　よくある質問◆◆　　（2023年8月更新）

Q A

WebANGELはインボイス対応されますか

WebANGELで委託者さまが使用される「請求書」を、インボイス対応できるよう修正いたします。

ご利用される際は、適格請求書発行事業者登録番号などの設定が必要になります。

請求書は2023年9月月末日振替分（実振替日：2023年10月2日）より、単一税率での「適格請求書」作成が可能となりま

す。複数税率での適格請求書が必要な場合は、大変恐縮ですが貴社でご対応ください。

詳細は、専用Webページログイン後トップページ◆お知らせ8/28(月)掲載資料をご確認ください。

インボイス対応による「ワイドネット　精算報告書」の主

な変更点はどこですか

P3.4「ワイドネット精算報告書新旧対比表」をご参照ください。

「ワイドネット精算報告書」のインボイス対応は、2023年9月２日より実施予定です。※実振替日が2023年8月28日以前の

場合は、インボイス対応前のレイアウトで出力されます。

「ワイドネット　精算報告書」で費目別分割入金システム

の手数料はどこに加算されますか

インボイス対応前：「費目別追加手数料」「費目別入金情報登録料」は『未回収手数料・雑費』に加算していました。

インボイス対応後：「費目別追加手数料」「費目別入金情報登録料」は『その他の手数料等』に加算します。

インターネットサービスWeb払込票（紙媒体）のフォー

マットで適格請求書は作成できますか

Web払込票の払込票書式「商品明細あり」をご利用、かつ適格請求書を発行するお客さまに向け、インボイス対応を2023年

9月２日より実施いたします。

単一税率*での「適格請求書」作成が可能となります。詳細は、専用Webページログイン後トップページ◆お知らせ◆

8/28(月)掲載資料をご確認ください。

*1.CSVファイルを用いて「明細情報あり」の払込票をご作成される収納企業さまは、CSVファイルのデータレイアウトが変

更になりますのでご注意ください。

*2.貴社作成のデータをCSVで取り込むことで、複数税率への対応も可能です。

CSVファイルの詳細については、専用Webページログイン後トップページ◆お知らせ◆ 6/14(水)掲載資料をご確認くださ

い。

インボイス対応による「コンビニネットお振込通知書兼精

算報告書」の主な変更点はどこですか
P5.6「コンビニネットお振込通知書兼精算報告書新旧対比表」をご参照ください。

インボイス対応による「マイペイメントお振込通知書兼精

算報告書」の主な変更点はどこですか
P7.8「マイペイメントお振込通知書兼精算報告書新旧対比表」をご参照ください。

2023年8月

商品 カテゴリ―

ワイドネット-1 請求書

ワイドネット-2 請求書

ワイドネット-3 請求書

マイペイメント-１ 請求書

コンビニネット-1 請求書

コンビニネット-2 請求書
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◆◆「代金回収サービス」インボイス制度対応　よくある質問◆◆　　（2023年8月更新）

<ワイドネット精算報告書新旧対比表>
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◆◆「代金回収サービス」インボイス制度対応　よくある質問◆◆　　（2023年8月更新）

<ワイドネット精算報告書新旧対比表>

◆ 新精算報告書について

新精算報告書は、適格請求書です。適格請求書に必要な事項をⒶ～Ⓕに記載しています。

Ⓐ適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

Ⓑ取引年月日

Ⓒ取引内容

Ⓓ税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜き又は税込み）及び適用税率

Ⓔ税率ごとに区分した消費税額等

Ⓕ書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

◆ 精算報告書の新旧対比

書式 表示

旧 ①

新 ①-1

旧 ② 　

新

②-1

②-2

②-3

旧 ③

新 ③-1

旧 ④

新 ④-1

旧 ⑤ 『入金日』以外の入金口座の情報は、新精算報告書には表記されません。

説明

「手数料」「雑費」「未回収手数料・雑費」の合計を、『税込事務取扱手数料』『内消費税（10％）』として表記していました。

適格請求書制度に対応するため、精算明細を分割して税込で表記しました。

　　　『事務取扱手数料等』（今回請求分）

　　　『事務取扱手数料等（修正分）』（適格請求書発行済の修正分）

　　　『未回収手数料』(当該委託者番号・当該振替日の未回収手数料等。詳細は対象の精算報告書をご参照ください。）

　　　『未回収手数料（その他）』（同一企業の別委託者番号、または当該委託者番号の別振替日の未回収手数料等。詳細は対象の精算報告書をご参照ください。）

「その他手数料」「過去分の調整額」「同一企業の別委託者番号、または当該委託者番号の別振替日の未回収手数料」等の合計を、

『調整額』として表記していました。

適格請求書制度に対応するため、旧『調整額』を分割して表記しました。

　　　②-1『その他の手数料等』

　　　②-2『（修正分）事務取扱手数料』（適格請求書発行済の修正分）

　　　②-3『未回収手数料（その他）』（同一企業の別委託者番号、または当該委託者番号の別振替日の未回収手数料等。詳細は対象の精算報告書をご参照ください。）

「用紙代」を含む明細は『雑費』としていました。

「用紙代」を含む明細は『その他』となります。

当該委託者番号・当該振替日の未回収の「手数料」「雑費」の合計を、『未回収手数料・雑費』と表記していました。

当該委託者番号・当該振替日の未回収の「手数料」「雑費」は、『未回収手数料』に記載されます。詳細は対象の精算報告書をご参照ください。
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◆◆「代金回収サービス」インボイス制度対応　よくある質問◆◆　　（2023年8月更新）

<コンビニネットお振込通知書兼精算報告書新旧対比表>
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◆◆「代金回収サービス」インボイス制度対応　よくある質問◆◆　　（2023年8月更新）

<コンビニネットお振込通知書兼精算報告書新旧対比表>

◆ 新お振込通知書兼精算報告書について

新お振込通知書兼精算報告書は、適格請求書です。適格請求書に必要な事項をⒶ～Ⓕに記載しています。

Ⓐ適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

Ⓑ取引年月日

Ⓒ取引内容

Ⓓ税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜き又は税込み）及び適用税率

Ⓔ税率ごとに区分した消費税額等

Ⓕ書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

◆ お振込通知書兼精算報告書の新旧対比

書式 表示

旧 ①

新 ①-1

旧 ② 　

新
②-1

②-2

説明

「手数料」等の合計を、『事務取扱手数料合計』として表記していました。

適格請求書制度に対応するため、分割して表記しました。

   　 　『事務取扱手数料等』（今回請求分）

　　　『事務取扱手数料等（修正分）』（適格請求書発行済の修正分）

　　　『回収金（修正分）』（確報取消等による修正）

「その他手数料」「過去分の調整額」等の合計を、『手数料調整額』として表記していました。

適格請求書制度に対応するため、旧『手数料調整額』を分割して表記しました。

　　　②-1『その他手数料』

　　　②-2『（修正分）事務取扱手数料』（適格請求書発行済の修正分）
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◆◆「代金回収サービス」インボイス制度対応　よくある質問◆◆　　（2023年8月更新）

<マイペイメントお振込通知書兼精算報告書新旧対比表>
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◆◆「代金回収サービス」インボイス制度対応　よくある質問◆◆　　（2023年8月更新）

<マイペイメントお振込通知書兼精算報告書新旧対比表>

◆ 新お振込通知書兼精算報告書について

新お振込通知書兼精算報告書は、適格請求書です。適格請求書に必要な事項をⒶ～Ⓕに記載しています。

Ⓐ適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

Ⓑ取引年月日

Ⓒ取引内容

Ⓓ税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜き又は税込み）及び適用税率

Ⓔ税率ごとに区分した消費税額等

Ⓕ書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

◆ お振込通知書兼精算報告書の新旧対比

書式 表示

旧 ①

新 ①-1

旧 ② 　

新
②-1

②-2

「手数料」等の合計を、『事務取扱手数料合計』として表記していました。

適格請求書制度に対応するため、分割して表記しました。

　　　『事務取扱手数料等』（今回請求分）

　　　『事務取扱手数料等（修正分）』（適格請求書発行済の修正分）

「その他手数料」「過去分の調整額」等の合計を、『手数料調整額』として表記していました。

適格請求書制度に対応するため、旧『手数料調整額』を分割して表記しました。

　　　②-1『その他手数料』

　　　②-2『（修正分）事務取扱手数料』（適格請求書発行済の修正分）

説明
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